
目

次

告

示

○
青
森
県
事
業
系
食
品
ロ
ス
実
態
調
査
の
実
施
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
環
境
政
策
課
）
…
一

○
特
定
行
為
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
畜

産

課
）
…
二

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
二

○
道
路
の
供
用
の
開
始
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
八
号

青
森
県
事
業
系
食
品
ロ
ス
実
態
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計
調
査
条
例

（
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

調
査
の
目
的

県
内
で
発
生
す
る
食
品
廃
棄
物
等
の
排
出
量
や
処
理
量
等
の
実
態
調
査
を
行
い
、
事
業
系
食
品

ロ
ス
の
現
状
把
握
を
す
る
と
と
も
に
、
令
和
二
年
度
に
予
定
し
て
い
る
食
品
ロ
ス
削
減
推
進
計
画

（
第
四
次
青
森
県
循
環
型
社
会
形
成
推
進
計
画
の
一
部
）
を
策
定
す
る
た
め
の
基
礎
資
料
を
得
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

県
内
に
所
在
す
る
食
品
関
連
事
業
所

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
間

１

報
告
を
求
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

㈠

食
品
廃
棄
物
等
全
体
及
び
食
品
ロ
ス
の
発
生
量

㈡

食
品
ロ
ス
の
内
容
及
び
発
生
量
の
割
合

㈢

食
品
廃
棄
物
等
の
処
理
量
や
委
託
先
等

㈣

食
品
廃
棄
物
等
の
発
生
量
の
推
移

㈤

食
品
廃
棄
物
等
の
計
測
・
把
握
・
推
計

㈥

事
業
所
に
お
け
る
食
品
廃
棄
物
等
の
削
減
に
向
け
た
取
組
内
容

２

報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る
期
間
は
、
令
和
元
年
度
一
年
間
の
実
績
と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

事
業
所
母
集
団
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
平
成
三
十
年
次
フ
レ
ー
ム
）
か
ら
、
別
に
定
め
る
産
業
分
類

に
属
す
る
事
業
所
の
う
ち
、
従
業
者
数
三
十
人
以
上
の
事
業
所
に
つ
い
て
は
全
数
、
従
業
者
数
五

人
以
上
三
十
人
未
満
の
事
業
所
に
つ
い
て
は
無
作
為
抽
出
に
よ
り
選
定
し
た
約
千
事
業
所
。

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

調
査
票
の
送
付
及
び
記
入
済
調
査
票
の
回
収
を
郵
送
に
よ
り
行
う
郵
送
調
査
と
す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

令
和
二
年
七
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
八
月
二
十
八
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
五
百
九
十
九
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一〇〇一

二九四

令
和二･
七･一七
株
式
会
社

ノ
ー
ザ
ン

ク
ロ
ス

青
森
市
新

町
二
丁
目

八
の
三
九

住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム
は

ま
だ

青
森
市
浜

田
一
丁
目

八
の
八

令
和二･
七･一七
住
宅
型
有

料
老
人

ホ
ー
ム

青
森
県
報
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第
百
八
十
八
号

令
和
二
年七

月
二
十
九
日

（
水
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
六
百
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
二
年
六
月
三
日
及
び
同
年
六
月
十
八
日
収
去
さ
せ
た
飼
料

の
試
験
の
結
果
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
六
百
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
八
月
二
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

（ ）2青 森 県 報 第188号令和２年７月29日 水曜日

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
造
（
輸
入
）
年
月

試
験
項
目

違
反
の
有
無
及
び

違
反
の
内
容

JA
全
農
北
日
本
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

和
牛
育
成
こ
な
っ
こ

2.5
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
T
D
N
、
水
分

無

JA
全
農
北
日
本
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

繁
殖
か
ぁ
ー
ち
ゃ
ん

2.5
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
T
D
N
、
水
分

無

JA
全
農
北
日
本
く
み
あ
い
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
７

同
左

く
み
あ
い
配
合
飼
料

た
ま
ご
工
房
D
X

2.5
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
M
E、
水
分

無

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
８

同
左

フ
ィ
ー
ド
・
ワ
ン

肉
豚
ガ
ー
リ
ッ
ク
75

2.6
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
T
D
N
、
水
分

無

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
８

同
左

フ
ィ
ー
ド
・
ワ
ン

ハ
ー
ブ
FO
真
健
仕
上
EX
M
α

2.6
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
M
E、
水
分

無

東
北
飼
料
株
式
会
社

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
８

同
左

フ
ィ
ー
ド
・
ワ
ン

－
ブ
ロ
ブ
リ
ー
ダ
ー
前
期

2.6
粗
た
ん
白
質
、
粗
脂
肪
、

粗
繊
維
、
粗
灰
分
、

カ
ル
シ
ウ
ム
、
リ
ン
、
M
E、
水
分

無

図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考



青
森
県
告
示
第
六
百
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
二
年
八
月
二
十
八
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
七
月
二
十
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

路

線

名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始

の

期

日

県
道
青
森
浪
岡
線

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
一
二
か
ら

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
三
〇
三
ま
で

令
和
二･
七･二九

県
道
差
波
新
井
田

線

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
赤
御
堂
前
五
六
の
一
か
ら

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
山
道
一
一
の
一
ま
で

〃
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１

県

道

櫛
引
上
名
久

井
三
戸
線

三
戸
郡
南
部
町
大
字
平
字
広
場
二
七
の
三
か
ら

三
戸
郡
南
部
町
大
字
平
字
虚
空
蔵
一
の
一
ま
で

前

六
・
六
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
二
・
一
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
八
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

後

九
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
九
・
三
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
八
八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

２

県

道

青
森
浪
岡
線

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
一
二
か
ら

青
森
市
大
字
大
谷
字
小
谷
一
の
三
〇
三
ま
で

前

二
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

五
三
・
九
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
一
・
八
九
メ
ー
ト
ル

後

二
四
・
六
二
メ
ー
ト
ル
か
ら

六
三
・
〇
五
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
一
・
八
九
メ
ー
ト
ル

３

県

道

差
波
新
井
田

線

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
赤
御
堂
前
六
四
の
一
か
ら

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
市
子
林
一
五
の
四
ま
で

前

一
三
・
七
三
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
四
・
八
九
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
六
八
・
六
九
メ
ー
ト
ル

後

一
三
・
七
三
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
二
・
〇
八
メ
ー
ト
ル
ま
で

五
六
八
・
六
九
メ
ー
ト
ル
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円


